
区分
1食当たりの負担額

3月まで 4月から

町県民税課税世帯 260円 360円

町県民税非課税世帯
210円

※ 入院日数が90日を超え
ると160円

変更なし

町県民税非課税世帯
で一定所得以下の70
歳以上の方

100円 変更なし

　

社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
国
民

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

社
会
保
険
の
被
保
険
者
証
が

交
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
使
用

す
る
と
、
町
が
負
担
し
た
医
療

費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
資
格

喪
失
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

他
の
健
康
保
険
か
ら
交
付
さ

れ
た
被
保
険
者
証

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

　

修
学
の
た
め
、
他
の
市
町
村

へ
転
出
す
る
方
は
、
届
出
に
よ

り
横
芝
光
町
の
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
す
で

に
在
学
し
て
い
る
方
も
含
め
て
、

毎
年
被
保
険
者
証
の
交
付
手
続

き
が
必
要
で
す
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

在
学
証
明
書（
４
月
１
日
以

降
に
発
行
さ
れ
た
も
の
）

・
印
か
ん

※ 
学
校
を
卒
業
し
た
と
き
は
、

住
所
地
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
資
格
喪
失
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　　

被
保
険
者
証
を
紛
失
し
た
り
、

誤
っ
て
破
い
て
し
ま
っ
た
り
し

た
と
き
は
、
被
保
険
者
証
を
再

発
行
で
き
ま
す
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
が
で
き
る
証
明
書

　
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
印
か
ん

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１
年
分

を
８
期
に
分
け
て
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が

あ
る
と
、
通
常
の
被
保
険
者
証

の
代
わ
り
に『
短
期
被
保
険
者

証
』（
有
効
期
間
が
３
ヶ
月
以

内
の
も
の
）が
交
付
さ
れ
、
ま

た
納
期
限
か
ら
１
年
を
過
ぎ
て

も
未
納
が
あ
る
場
合
は
、
被
保

険
者
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、

『
被
保
険
者
資
格
証
明
書
』（
被

保
険
者
証
と
は
異
な
り
、
医
療

費
は
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
）が
交
付
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
が
送
付
さ
れ
る
ほ
か
、

延
滞
金
の
納
付
義
務
が
生
じ
、

法
令
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受

け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
か
ら
、
入
院
と
在
宅
療

養
の
負
担
の
公
平
を
図
る
た
め
、

入
院
時
の
食
事
代
の
負
担
額
が

下
表
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
町
県
民
税
課
税
世
帯

で
次
の
①
か
ら
③
に
該
当
す
る

方
の
負
担
額
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

①
指
定
難
病
患
者

②
小
児
慢
性
特
定
疾
病
患
者

③ 

平
成
28
年
４
月
１
日
時
点
で

１
年
を
超
え
て
精
神
病
床
に

入
院
し
て
い
る
方

◆
問
い
合
わ
せ

・
制
度
の
こ
と

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

・
納
税
の
こ
と

　

税
務
課
収
税
班

　

☎（
84
）１
２
１
２

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」交
付
の

時
間
外
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。

　

交
付
の
準
備
が
で
き
た
方
に

は
、
順
次
、
受
領
の
通
知
を
差

し
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
平
日

都
合
が
悪
い
方
は
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

時
間
外
交
付
を
希
望
す
る
方

は
、
事
前
に
電
話
で
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

と　

き

　

３
月
５
日（
土
）、
６
日（
日
）、

　

26
日（
土
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ

　

住
民
課
住
民
班

※ 

転
出
す
る
予
定
が
あ
る
方
は
、

新
し
い
住
所
地
で「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」を
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
住
所
地
の
異
動
が

あ
る
と
、
申
請
し
た「
個
人

番
号
カ
ー
ド
」は
作
成
さ
れ

な
い
た
め
、
再
度
申
請
が
必

要
で
す
。

◆
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
住
民
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

知
っ
て
お
き
た
い
国
民
健
康
保
険

知
っ
て
お
き
た
い
国
民
健
康
保
険

知
っ
て
お
き
た
い
国
民
健
康
保
険

知
っ
て
お
き
た
い
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
再
発
行

被
保
険
者
証
の
再
発
行

社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康

社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
と
き

保
険
に
加
入
し
た
と
き

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

入
院
時
の
食
事
代
の

入
院
時
の
食
事
代
の

負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

修
学
の
た
め
、
家
族
と
離
れ

修
学
の
た
め
、
家
族
と
離
れ

て
他
の
市
町
村
に
住
む
と
き

て
他
の
市
町
村
に
住
む
と
き

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
時
間
外
交
付

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
時
間
外
交
付
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